
群馬運輸支局の管轄区域（前橋市及び北群馬郡（吉
岡町に限る。）に限る。）内

群馬運輸支局の管轄区域（高崎市及び安中市に限
る。）内

群馬運輸支局の管轄区域（前橋市、高崎市、安中
市及び北群馬郡（吉岡町に限る。）を除く。）内

群馬運輸支局

群馬

高崎

」
を

「

埼玉運輸支局の管轄区域内埼玉運輸支局

前橋

高崎

群馬

に 、

」

「

埼玉運輸支局の管轄区域（川口市を除く。）内

埼玉運輸支局の管轄区域（川口市に限る。）内

大宮

川口
」

春日部自動車検査登録事務所の管轄区域（越谷市
を除く。）内

春日部自動車検査登録事務所の管轄区域（越谷市
に限る。）内

埼玉運輸支局
「

大宮
」 を

春日部自動車検査登録事務所
「

に 、 春日部自動車検査登録事務所の管轄区域内

春日部自動車検査登録事務所
「

春日部
」 を

東京運輸支局の管轄区域（世田谷区を除く。）内

東京運輸支局の管轄区域（世田谷区に限る。）内

東京運輸支局

春日部

越谷

品川

世田谷

を

」

」

「

練馬自動車検査登録事務所の管轄区域（杉並区を
除く。）内

練馬自動車検査登録事務所の管轄区域（杉並区に
限る。）内

練馬自動車検査登録事務所

を

「

に 、

「
東京運輸支局 東京運輸支局の管轄区域内

品川
」

に 、 練馬自動車検査登録事務所
「

練馬自動車検査登録事務所の管轄区域内

練馬
」

小牧自動車検査登録事務所の管轄区域（一宮市に
限る。）内

小牧自動車検査登録事務所の管轄区域（一宮市を
除く。）内

小牧自動車検査登録事務所の管轄区域（一宮市に
限る。）内

小牧自動車検査登録事務所の管轄区域（一宮市及
び春日井市を除く。）内

小牧自動車検査登録事務所の管轄区域（春日井市
に限る。）内

鹿児島運輸支局及び奄美自動車検査登録事務所の
管轄区域内

小牧自動車検査登録事務所

小牧自動車検査登録事務所

鹿児島運輸支局及び奄美自動
車検査登録事務所

練馬

杉並

一宮

尾張小牧

に 、
を

に 、

」

「

「

「

一宮

尾張小牧

」

春日井

」

鹿児島

」

を

「
鹿児島運輸支局 鹿児島運輸支局の管轄区域内

奄美自動車検査登録事務所の管轄区域内奄美自動車検査登録事務所

鹿児島

奄美
」

に 改 め る 。

第 三 号 様 式 備 考 ] の 表 中 を

に 改 め る 。

「

（ 道 路 運 送 車 両 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 道 路 運 送 車 両 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 六 年 運 輸 省 令 第 七 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

「

」

」

鹿児島運輸支局及び奄美自動車検
査登録事務所

鹿児島 鹿児島運輸

奄美自動車

支局

検査登録事務所

鹿児島

奄美

（ 道 路 交 通 に 関 す る 条 約 の 実 施 に 伴 う 道 路 運 送 車 両 法 の 特 例 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 道 路 交 通 に 関 す る 条 約 の 実 施 に 伴 う 道 路 運 送 車 両 法 の 特 例 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 昭 和 三

十 九 年 運 輸 省 令 第 六 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 中

「
鹿児島運輸支局及び奄美自動車検
査登録事務所

ＫＯ

」

を

「
鹿児島運輸支局

奄美自動車検査登録事務所

ＫＯ

ＫＯＡ
」

に 改 め る 。
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